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ご登録の E メールアドレスに届いております「認証キー」のご案内をご準

備のうえ、　　  「本登録」をクリックしてください。

6.

　　  E メールに記載の「認証キー」を入力してください。

　　  入力後、「本登録」をクリックしてください。

7.

❸ Eメールアドレスの登録
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　電子交付サービスとは、当社からお送りしている各種報告書（取引報告書・取引残高報告書など）を郵送ではなく、
パソコンやスマートフォンの画面上で電子ファイル（PDF 形式）をお受け取りいただくことで内容をご確認いただ
けるサービスです。郵送よりも、早く・確実に、報告書の内容をご確認いただけますので、ぜひご検討ください。

Eメールアドレスの登録は以上です。
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早くて、便利な、『電子交付サービス』がお勧めです！！

百五証券『電子交付サービス』の概要

　電子交付サービスとは、当社からお送りしている各種報告書（取引報告書・取引残高報告書など）を郵送ではなく、
パソコンやスマートフォンの画面上で電子ファイル（PDF 形式）をお受け取りいただくことで内容をご確認いただ
けるサービスです。郵送よりも、早く・確実に、報告書の内容をご確認いただけますので、ぜひご検討ください。

インターネット残高照会サービスにログイン
し、いつでも確認できます。

いつでも、すぐに閲覧可能
PDFファイル形式で提供し、5年間閲覧可能。
パソコンに保存もできます。

保管・管理が簡単

電子交付利用で、紙資源の削減と地球環境保
護につながります。

エコで地球にやさしい
郵送中の事故や不着、紛失のリスクがなく、
情報漏えいの心配もありません。

安心・確実にお受取

ご利用手数料 無料　※インターネットのご利用にかかる通信料はお客さまのご負担となります。

概　要

当社からお届けする各種報告書について、紙媒体（郵送）に代えて、インターネット残高照会サー
ビスの専用画面で電子ファイルの交付を受け、帳票を閲覧することができるサービスです。パソコ
ンはもちろんスマートフォンでもご利用いただけます。
※電子交付をご登録いただくと、紙媒体の交付は行いませんのでご注意ください。

対象のお客さま
電子交付サービスの利用条件

百五証券インターネット残高照会サービスのご契約をいただいたうえで、電子交付サービスのお申
込登録をいただいたお客さま。
※電子交付サービスのお申込登録をいただくには、インターネット残高照会サービス画面であらか
じめEメールアドレスのご登録が必要です。

電子交付サービスご登録方法 ご自身でインターネット残高照会サービスにログイン後、電子交付メニューをクリックいただき、
申込登録をいただきます。

交付方法が変更となる時期 上記登録を、毎営業日19時までにご登録いただくと、当日作成分の帳票から電子交付となります。

電子交付へ変更する
場合のご留意点

 ・電子交付への変更後は、帳票の郵送交付は行いません。
 ・電子交付された帳票は 5 年間画面上で閲覧可能ですが、閲覧のためには、インターネットおよび
PDFファイルを閲覧できる環境（端末）が必要です。

 ・5 年経過すると画面上では閲覧できなくなるため、必要に応じて PDF ファイルをパソコン等に保
存いただく必要があります。

 ・電子交付帳票を作成しましたら、都度「帳票交付のご案内メール」をお送りします。
※インターネット残高照会サービスでご登録いただいているEメールアドレスへ送信しますので、
必ずメールアドレスの登録が必要です。

電子交付から郵送交付へ
変更を希望する場合の

ご留意点

・電子交付から郵送交付への変更は、インターネット残高照会サービス画面上ではお受けすることが
できません。お手数ですが、お取引の営業部店までお問い合わせいただき、所定の用紙にて変更
手続きをお願いします。

電子交付の対象帳票

「電子交付」をご登録いただくと、原則として、現在郵送されている帳票が電子交付となります。
一部電子交付とならない帳票もあります。
【主な帳票】
・取引報告書　　・取引残高報告書　　・特定口座年間取引報告書
・利金や分配金、配当金、償還金などの各種お知らせやご案内
・NISA非課税枠ご利用のお知らせ　　・各種口座開設完了のお知らせ　　など

お申込登録が必要です

インターネット残高照会サービスをお申込みの方へ

※登録方法は次頁以降をご参照ください。

Eメールアドレスの登録は以上です。








